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※改定後の全文は、平成 27 年 11 月 28 日以降、会員規約・約款ページ（https://expy.jp/rules/）をご確認ください。 

現 行（平成 27 年 11 月 27 日まで） 改 正（平成 27 年 11 月 28 日以降） 

 

 【ビジネス会員】 

 

JR 東海エクスプレスサービス会員規約 

 

（前略） 

 

（第２条：会員資格の登録、取消） 

１．本サービスの利用は、以下のカード会員規約（これに付随する特約等

を含みます。）に定める会員（以下「カード会員」といいます。）、代表者、

管理責任者、カード使用者（以下「カード使用者等」といいます。）で、

かつ JR 東海エクスプレスサービス会員に限り行えるものとします。 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（個人） 

・JR 東海エクスプレス・（Visa･MasterCard･JCB）カード会員規約 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（法人） 

・JR 東海エクスプレス・カード（ビジネス）会員規約 

 

（中略） 

 

５．会員は、原則として当社の本サービスの提供中は、本サービスを利用

できるものとします。ただし、以下の項目に該当すると当社が判断した

場合、当社は事前に会員に通知することなく直ちに JR 東海エクスプレス

サービス会員登録を取り消し、会員の本サービス利用を停止させること

があります。 

(1)会員が本規約又は本規約の特約に違反した場合 

 

（中略） 

 

(7) 会員が、その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の

目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えて、本規約又は本

規約の特約に定めるサービスを利用して乗車券類を購入した場合 

(8) その他、会員が本サービスを利用することを当社が不適当と判断した

場合 

 

【ビジネス会員】 

 

JR 東海エクスプレスサービス会員規約 

 

（前略） 

 

（第２条：会員資格の登録、取消） 

１．本サービスの利用は、以下のカード会員規約（これに付随する特約等

を含みます。）に定める会員（以下「カード会員」といいます。）、代表者、

管理責任者、カード使用者（以下「カード使用者等」といいます。）で、

かつ JR 東海エクスプレスサービス会員に限り行えるものとします。 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（個人） 

・JR 東海エクスプレス・（Visa･MasterCard･JCB）カード会員規約 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（法人） 

・JR 東海エクスプレス・カード（ビジネス）会員規約 

 

（中略） 

 

５．会員は、原則として当社の本サービスの提供中は、本サービスを利用

できるものとします。ただし、以下の項目に該当すると当社が判断した

場合、当社は事前に会員に通知することなく直ちに JR 東海エクスプレス

サービス会員登録を取り消し、会員の本サービス利用を停止させること

があります。 

(1)会員が本規約又は本規約の特約に違反した場合 

 

（中略） 

 

(7) 会員が、その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の

目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えて、本規約又は本

規約の特約に定めるサービスを利用して乗車券類を購入した場合 

(8) カード使用者等が第 13 条に違反している、又は疑いがあると当社が

認めたとき 
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(9) 同一の会員に対し複数の会員 ID（J-WEST 会員 ID を含む。以下同じ。）

が発行されている場合（過去に発行されていた場合を含む。）において、

複数の会員 ID の一部もしくは全部において、上記(1)から(8)のいずれ

かに該当した場合 

 

 

 

 

６．会員は、本サービスの利用を終了することを希望する場合、当社が定

める退会手続を行うものとします。会員が JR 東海エクスプレスサービス

退会手続を行った場合、当社は、会員の JR 東海エクスプレスサービス会

員登録を取り消します。退会手続が完了した場合、当社は退会完了画面

に表示することにより通知します。 

 

 

 

 

７．利用希望者が第２項に定める JR 東海エクスプレスサービス会員登録手

続を行った後、又は会員が第６項に定める JR 東海エクスプレスサービス

退会手続を行った後、別に定める所要回答時間を経過しても当社から手

続完了の通知がない場合、別に定める JR 東海エクスプレス予約カスタマ

ーセンター（以下「カスタマーセンター」といいます。）まで速やかに電

話連絡を行い、その指示に従うものとします。なお、カスタマーセンタ

ーの電話番号、受付時間等については、変更される可能性があります。

 

 

（中略） 

 

（第１２条：管轄裁判所）  

本サービス並びに本規約及び本規約の特約に関して、当社と会員との

間で紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

 

 

 

 

(9) 同一の会員に対し複数の会員 ID（西日本旅客鉄道株式会社が提供す

る J-WEST 会員 ID 及び当社が別に提供するプラス EX サービス会員の

ID を含む。以下同じ。）が発行されている場合（過去に発行されてい

た場合を含む。）において、複数の会員 ID の一部もしくは全部におい

て、上記(1)から(8)のいずれかに該当した場合 

(10) その他、会員が本サービスを利用することを当社が不適当と判断し

た場合 

 

６．会員は、本サービスの利用を停止することを希望する場合、当社が定

める会員登録の初期化手続を行うものとします。会員が JR 東海エクスプ

レスサービス会員登録の初期化手続を行った場合、当社は、会員の JR 東

海エクスプレスサービス会員登録を取り消します。また、会員登録の初

期化手続が完了した後、当社は本サービスの画面に表示することにより

通知します。なお会員が、第 2 条で定めるカード会員のカードを退会す

ることを希望する場合は、カード会員規約に定める方法で、クレジット

カード会社へ申し出るものとします。 

 

７．利用希望者が第２項に定める JR 東海エクスプレスサービス会員登録手

続を行った後、又は会員が第６項に定める JR 東海エクスプレスサービス

会員登録の初期化手続を行った後、別に定める所要回答時間を経過して

も当社から手続完了の通知がない場合、別に定める JR 東海エクスプレス

予約カスタマーセンター（以下「カスタマーセンター」といいます。）ま

で速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。なお、カス

タマーセンターの電話番号、受付時間等については、変更される可能性

があります。 

 

（中略） 

 

（第１２条：管轄裁判所）  

本サービス並びに本規約及び本規約の特約に関して、当社と会員との

間で紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

 

（第１３条：反社会的勢力の排除） 

１．カード使用者等は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表

明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 
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エクスプレス予約サービス（ビジネス）に関する特約 

 

（前略） 

 

（第 2条：エクスプレス予約利用資格） 

1．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

6．カード使用者は、本サービスの利用を終了することを希望する場

合、当社が定める退会手続を行うものとする。カード使用者が退会手続

を行った場合、当社は、カード使用者の登録を取り消す。退会手続が完

了した場合、当社は退会完了画面に表示することにより通知する。 

 

7．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

用者が第 6 項に定める退会手続を行った後、別に定める所要回答時間を

経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める JR 東海エ

クスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマーセンター」とい

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者 

(3) 暴力団準構成員 

(4) 暴力団関係企業 

(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

(6) 前各号の共生者 

(7) その他前各号に準ずる者 

 

２．カード使用者等は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行

為を行わないことを確約するものとします。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、

又は当社の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

 

 

エクスプレス予約サービス（ビジネス）に関する特約 

 

（前略） 

 

（第 2条：エクスプレス予約利用資格） 

1．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

6．削除 

 

 

 

 

7．削除 
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う。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとする。な

お、カスタマーセンターの電話番号、受付時間等については、変更され

る可能性がある。 

 

8．法人会員及びカード使用者は、第5項又は第6項により、カード使用

者が登録取消となった後であっても、登録取消時点以前に発生したカー

ド使用者の本サービスの利用に基づく債務の負担は、理由のいかんを問

わず免れ得ないものとする。 

 

（以下略） 

 

 

【コーポレート会員様】 

 

ＪＲ東海エクスプレス・カード（コーポレート）会員規約 

 

（前略） 

 

第 14 条（解約又は解除） 

１．契約法人が本契約の解約をしようとする場合は、甲及び乙に所定の

届出用紙を提出することにより手続きするものとします。 

２．契約法人（本項においては入会申込者を含む）が次の各号のいずれか

に該当した場合、甲又は乙は入会を謝絶し、又は通知勧告などをせ

ず、直ちにカード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止又

は本契約の一部又もしくは全部の解除をすることができます。 

（1）契約法人が本契約締結時に虚偽の申告をしたとき 

 

（中段） 

 

（9）契約法人又はカード使用者が後記第 16 条（反社会的勢力の排除）に

違反していると乙が認めたとき 

 

（中略） 

 

（11）その他契約法人として不適当であると甲又は乙が判断した 

   とき    

 

 

 

 

8．削除 

 

 

 

 

（以下略） 

 

 

【コーポレート会員様】 

 

ＪＲ東海エクスプレス・カード（コーポレート）会員規約 

 

（前略） 

 

第 14 条（解約又は解除） 

１．契約法人が本契約の解約をしようとする場合は、甲及び乙に所定の

届出用紙を提出することにより手続きするものとします。 

２．契約法人（本項においては入会申込者を含む）が次の各号のいずれか

に該当した場合、甲又は乙は入会を謝絶し、又は通知勧告などをせ

ず、直ちにカード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止又

は本契約の一部又もしくは全部の解除をすることができます。 

（1）契約法人が本契約締結時に虚偽の申告をしたとき 

 

（中略） 

 

（9）契約法人又はカード使用者が後記第 16 条（反社会的勢力の排除）に

違反していると認めたとき 

 

（中略） 

 

（11）その他契約法人として不適当であると甲又は乙が判断した 

   とき    
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（以下略） 

 

 

【提携コーポレート会員】 

 

ＪＣＢエクスプレスカード会員 

 

JCB エクスプレスカード会員規約 

 

第１条（総則） 

1. 本規約は、東海旅客鉄道株式会社（以下「JR 東海」といいます。）、カ

ード発行会社（以下「当社」といいます。）、株式会社ジェーシービー（以

下、「JCB」といい、当社および JCB を「カード会社」といいます。）お

よび第２条に定める会員との間で適用されます。 

 

 

 

2. 規約名称は、「JCB エクスプレスカード会員規約」（以下、「本規約」と

いいます。）といい、略称を「JCB エクスプレス規約」とします。イン

ターネット上、携帯電話の画面上その他において「JCB エクスプレス規

約」とある場合は、本規約を指すものとします。 

 

 

 

3. 本カードは、JR 東海とカード会社が提携して発行するもので、「JCB エ

クスプレスビジネスカード」（以下、「カード」といいます。）と称しま

す。 

 

 

 

4. JCB 規約等とは、発行されるカードの種類に応じて、第２条第１項に

定める法人会員または第２条第３項に定めるカード使用者に適用され

る「会員規約（大型法人用）」、「会員規約（法人債務・カード使用者立

（12）JR 東海エクスプレスサービス会員規約及びエクスプレス予約サー

ビスに関する特約に違反したとき 

 

（以下略） 

 

 

【提携コーポレート会員】 

 

ＪＣＢエクスプレスカード会員 

 

 JCB エクスプレスカード会員規約 

 

第１条（総則） 

1. 本規約は、東海旅客鉄道株式会社（以下、「JR 東海」という。）、株式

会社ジェーシービーおよびその提携するカード発行会社（以下、総称し

て、「カード会社」といい、JR 東海とカード会社を総称して、「両社」

という。）が提携して発行し、本条第３項に定める法人会員に提供する

「JCB エクスプレスビジネスカード」または「JCB エクスプレスコーポ

レートカード」（以下、総称して、「JCB エクスプレスカード」という。）

に関して適用されます。 

2. 規約名称は、「JCB エクスプレスカード会員規約」（以下、「本規約」と

いう。）といいます。「JCB 規約等」とは、発行されるカードの種類に応

じて、法人会員およびカード使用者に適用されるカード会社所定の「会

員規約（大型法人用）」、「会員規約（法人債務・カード使用者立替用）」、

「ビジネスカード取扱規約（1）」、「ビジネスカード取扱規約（7）」およ

び「会員規約（個人用）」（これらに付属する特約等含みます。）の総称

をいいます。 

3. 本規約で定める「法人会員」とは、会員規約（大型法人用）を承認し

た法人または非法人たる団体（以下、総称して「法人等」という。）が、

本規約および JR 東海が別途定める「エクスプレス予約サービス（JCB）

に関する特約」（以下、総称して「本規約等」という。）を承認のうえ、

両社に対し JCB エクスプレスカードを申し込み、両社が審査のうえ、入

会を認めた法人等をいいます。 

4. 本規約で定める「カード使用者」とは、法人会員による第３項の申し

込みに基づき、法人会員によってエクスプレス予約サービス（JCB）に

関する特約に定めるエクスプレス予約サービス（以下、「本サービス」
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替用）」、「ビジネスカード取扱規約（1）」、「ビジネスカード取扱規約（7）」

および「会員規約（個人用）」（これらに付属する特約等含みます。）を

いいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条（会員） 

1. 法人会員とは、本規約、会員規約（大型法人用）および本規約の一部

を構成するものとして JR 東海が別途定める「エクスプレス予約サービ

ス（JCB）に関する特約」（その特約を含む）、（以下「エクスプレス予約

サービス特約（JCB）」という。）等を承認のうえ、JR 東海およびカード

会社（以下、総称するときは「両社」といいます。）にカードのうち「部

署カード」の発行を申し込み、審査のうえ両社が入会を認めた法人をい

います。なお、会員規約（大型法人用）に定めるカードは、「部署カー

ド」を意味するものとします。「部署カード」は、法人会員に対して発

行し、カード使用者に対しては発行いたしません。また、「部署カード」

は、カードレス形式（物理的カードの発行はしない）とします。なお、

法人会員は、法人会員単位で登録され、カード会社から通知される基本

会員番号を利用することにより、JR 東海が基本会員向けに提供するサ

ービスを受けることができるものとします。 

2. 法人会員およびカード使用者は、前項に定めるほか、JCB 規約等のう

ち、発行されるカードの種類に応じた規約等のいずれかを承認のうえ、

法人会員の役員または従業員が使用する「個人カード」の発行等を申し

込むことができます。 

 

3. カード使用者とは、法人会員による前項の申し込みに基づき、JCB 規

という。）の使用者として指定され、両社が審査のうえ入会を認めた役

員または従業員等その他の者をいいます。 

5. 法人会員およびカード使用者が本サービスを利用するにあたり、法人

会員およびカード使用者は、JR 東海が定める「エクスプレス予約サー

ビス（JCB）に関する特約」を承認し、遵守するものとします。 

6. 法人会員は両社に対し、第３条第２項で定めるカードのうち「部署カ

ード」の発行を申し込むものとします。法人会員は、第３条第４項で定

める基本会員番号を利用することで、本サービスを利用できるものとし

ます。なお、カード使用者は、別に JCB 規約等を承認のうえ、カード会

社に入会を申し込むものとします。法人会員およびカード使用者は、本

規約等および発行されるカードの種類に応じた JCB 規約等を承認し、第

３条第５項で定める「個人カード」の発行等を申し込むことができます。 

7. 本規約等に定めのない条項については、JCB 規約等が適用されます。

なお、本規約等と JCB 規約等の内容に相違がある場合は、本規約等に定

める内容が優先して適用されます。 

 

第２条（管理責任者） 

1. 法人会員および入会を申し込まれた法人等（以下、総称して「法人会

員等」という。）は、法人会員等の本規約等に基づく入会申込手続、諸

届出（退職等の異動情報を含む。）、退会手続その他手続きに関し、法人

会員等と両社との連絡調整を行う担当者（以下、「管理責任者」という。）

を選定し、両社に届け出るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 法人会員等およびカード使用者は、本規約等に基づく入会申込手続、

諸届出（退職等の異動情報を含む。）、退会手続その他手続きを行う場合、

管理責任者を通じて手続きを行うものとします。この場合、法人会員等

は、管理責任者をして、両社所定の申請書に、両社の指示に基づき、管

理責任者の届出印を捺印させ、両社に提出するものとします。 

3. 法人会員等は、管理責任者が、法人会員等の申請および両社との連絡
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約等を承認のうえ、カード会社に入会を申し込み、両社が審査のうえ認

めた役員または従業員をいい、「会員規約（法人債務・カード使用者立

替用）」におけるカード使用者、「ビジネスカード取扱規約（1）」、「ビジ

ネスカード取扱規約（7）」および「会員規約（個人用）」における会員

を意味するものとします。 

 

4. 管理責任者とは、法人会員が、JCB 規約等に基づき、両社との連絡調

整等を行う責任者として、役員または従業員（臨時雇用、嘱託を除く。）

の中から両社に所定の方法で届け出た担当者をいいます。なお、法人会

員は、管理責任者を法人会員の部課、事業所等組織の実情に即してカー

ド利用状況等の管理を行う単位（以下、「カード利用単位」といいます。）

において届け出ることができます。この場合、管理責任者は、カード利

用単位に所属する役員または従業員（臨時雇用、嘱託を除く。）の中か

ら本カードを利用する方を指定し、両社に所定の方法で届け出るものと

します。 

5. 本規約において会員とは、法人会員およびカード使用者をいいます。

 

 

第３条（カード発行） 

1. 両社は、本規約および JCB 規約等に基づき会員に対しカードを発行し

ます。 

2. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理しなけ

ればなりません。 

 

3. 個人カードは、カード表面に記載されたカード使用者本人以外は使用

できません。 

 

 

 

4. カードの所有権は、当社に属します。 

 

 

5. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。

  

6. カードの更新は、両社が引き続き会員として認める場合に行います。

 

調整等、両社所定の事項およびそれに関連する事項につき法人会員等を

代理して行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者

の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異

議ないものとします。また、法人会員等およびカード使用者は、諸届出、

退会手続等、両社に対する諸手続を管理責任者が法人会員等に代わって

行うことをあらかじめ承諾します。 

4. 管理責任者は、カード使用者に対する本規約等および JCB 規約等の周

知徹底、貸与カードおよびカード情報の使用方法等の管理・指導を行う

ことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為

に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものと

します。 

 

 

 

 

5. 管理責任者を変更しようとする場合、法人会員は予め両社所定の方法

により両社に届け出るものとします。 

 

第３条（カード発行） 

1. カード会社は、本規約等および JCB 規約等に基づき法人会員およびカ

ード使用者に対し JCB エクスプレスカードを発行します。 

2. JCB エクスプレスカードの種類は、法人会員に発行する「部署カード」

または、カード使用者に発行する「個人カード」とし、「部署カード」

はカードレス形式（物理的カードの発行はしない）とします。 

3. 「部署カード」とは、会員規約（大型法人用）に基づきカード会社が

発行するカードですが、同規約の定めにかかわらず、カードレス形式で

法人会員にのみ発行され、法人会員による JCB エクスプレスカードの年

会費支払ならびに JR 東海が別途定める商品、および役務の利用代金の

支払手段としてのみ利用可能なカード情報をいいます。 

4. 法人会員は、部署カードの会員番号とは別に、カード会社から通知さ

れる会員番号（以下、「基本会員番号」という。）を利用することにより、

JR東海が法人会員向けに提供する本サービスを受けることができます。 

5. 「個人カード」とは、カード会社がカード使用者に発行するカードを

いいます。 

6. 法人会員およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカー

ドを使用し、管理しなければなりません。 
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第４条（JR 東海による会員情報の収集等に関する同意） 

1. 法人会員および入会を申し込まれた法人（以下「法人会員等」という。）

ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた

方（以下「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者

等」を併せて「会員等」といいます。）は、JR 東海が会員等の会員情報

（本項（１）に定めるものをいいます。）につき、必要な保護措置を行

ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 

(1)  JR東海のサービスを提供するために、以下の会員等に関する情報（以

下「会員情報」といいます。）を収集すること。 

(ｱ) 法人会員等の法人名、法人代表者、管理責任者、所在地、電話番号

等、法人会員等が入会申込時およびこれらすべての変更情報 

(ｲ) カード使用者の氏名・生年月日・年齢・性別・住所・電話番号・勤

務先情報（勤務先所在地・所属部署）・暗証番号・メールアドレスお

よびこれらすべての変更情報 

(ｳ) JR 東海が会員との取引により得た乗車券類・旅行関連等の商品及び

関連するサービスの購入履歴等の情報 

(ｴ) 利用可能枠等、JR 東海が会員との取引のため、カード会社より提供

されるクレジットカード情報 

(ｵ) 会員との取引に際し、JR 東海が会員の運転免許証・パスポート等の

提示を求め、記載内容を確認し記録すること、または写しを入手する

ことにより得た本人確認を行うための情報（なお、この写しについて

は理由の如何を問わず返還しません。） 

(2) JR 東海が次の目的のために会員情報を利用すること 

(ｱ) カード使用者による乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサー

ビス等の取引のため 

(ｲ) JR 東海の営業案内として、宣伝物・印刷物を郵送・インターネット

等の手段により送付するため 

(ｳ) JR 東海の販売状況分析、商品開発のために利用するため 

ただし、本項（ｲ）及び(ｳ)に定める宣伝物の送付・商品開発等につい

7. 個人カードは、カード表面に記載されたカード使用者本人以外は使用

できません。 

8. カードの所有権は、カード会社に属します。 

9. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 

10．カードの更新は、両社が引き続き法人会員として認める場合に行いま

す。 

 

第４条（JR 東海による会員情報の取扱い等に関する同意） 

1. 法人会員等ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申

し込まれた方（以下、「カード使用者等」という。）は、JR 東海が法人

会員等およびカード使用者等の会員情報（本項(1)に定めるものをい

う。）を、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに

同意します。 

(1) JR 東海のサービスを提供するために、以下の法人会員等およびカー

ド使用者等に関する情報（以下、「会員情報」という。）を収集すること。 

(ｱ) 法人会員等の法人名、法人代表者、管理責任者、所在地、電話番号

等、法人会員等が入会申込時に届け出た情報およびこれらすべての変

更情報 

(ｲ) カード使用者等の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、

勤務先情報（勤務先所在地、所属部署）、メールアドレスおよびこれら

すべての変更情報 

(ｳ) 乗車券類、旅行関連等の商品および関連するサービスの購入履歴等

の情報 

(ｴ) カード会社より提供されるクレジットカード情報 

 

(ｵ) JR 東海が必要により運転免許証、パスポート等の提示を求め、記載

内容を確認し記録すること、または写しを入手することにより得た本

人確認を行うための情報（なお、この写しについては理由の如何を問

わず返還しません。） 

(2) JR 東海が次の目的のために会員情報を利用すること 

(ｱ) 乗車券類、旅行関連等の商品および関連するサービス等の取引のた 

め 

(ｲ) JR 東海の営業案内として、宣伝物、印刷物を郵送、インターネット

等の手段により送付するため 

(ｳ) JR 東海の販売状況分析、商品開発に利用するため 

ただし、法人会員が本項(1)（ｲ）および(ｳ)に定める宣伝物の送付等



9 

 

て中止を申し出た場合、JR 東海は業務運営上支障がない範囲で、これ

を中止するものとします。（中止の申し出は、本項(7)（ｲ）に定める相

談窓口に連絡するものとします。） 

(3) カード使用者が、JR 東海またはカード会社に対して届け出た会員の

氏名、住所、電話番号、勤務先等に誤りがあり、JR 東海またはカード

会社の一方にのみ変更の届出があった場合については、当該届出いただ

いた情報について、JR 東海及びカード会社が相互に提供する場合があ

ること 

（4） 会員情報の収集・前号の利用目的に該当する業務を、JR 東海が他

の企業に委託する場合、JR 東海は当該業務委託の処理に必要な範囲で、

会員情報の保護措置を講じた上でカード使用者の会員情報を預託する

こと 

(5) JR 東海の会員情報の共同利用 

エクスプレス予約ホームページ上において公表する会社（以下、「共

同利用者」といいます。）が、同ホームページに掲げる目的で、本項(1)

に記載のカード使用者の会員情報を、共同して利用すること及び、共同

利用に関する責任者を JR 東海とし、問い合わせ窓口は本項(7)(ｲ)記載

の窓口とすること 

(6) JR 東海からの会員情報の提供及びその利用 

カード会員への割引等のサービス提供のため、JR 東海の提携する観

光施設のうち、カード会員がサービスの利用を希望する施設に、本項(1)

記載の会員情報を提供すること 

 

(7) JR 東海による個人情報の開示・訂正・削除 

(ｱ) カード使用者等は、JR 東海に対して、自己に関する個人情報を開示

するよう請求ができること 

(ｲ) JR 東海に対する個人情報の開示・訂正・削除の請求窓口、個人情報

に関するお問い合わせは、次のお客様相談窓口とすること 

〒108-8204 東京都港区港南二丁目１－８５ JR 東海品川ビルＡ棟 

東海旅客鉄道株式会社 エクスプレス予約カスタマーセンター  

電話 0120-417-419 

(ｳ) 万一登録内容が不正確、または誤りであることが判明した場合には、

JR 東海は所定の手続きにより、これを訂正・削除すること 

(8) 本規約に不同意の場合 

JR 東海は、カード使用者等がカード入会に必要な記載事項（入会申

込書面でカード使用者が記載すべき事項）の記載を希望しない場合また

について中止を申し出た場合、JR東海は業務運営上支障がない範囲で、

これを中止するものとします。（中止の申し出は、本項（7）（ｲ）に定

める相談窓口に連絡するものとします。） 

(3) 法人会員等が、JR 東海またはカード会社に対して届け出た法人会員

等およびカード使用者の氏名、住所、電話番号、勤務先等に誤りがあり、

JR 東海またはカード会社の一方にのみ変更の届出があった場合につい

ては、当該届出の情報について、JR 東海およびカード会社が相互に提

供すること 

(4) 会員情報の収集、本項(2)の利用目的に該当する業務を、JR 東海が他

の企業に委託する場合、JR 東海は当該業務委託の処理に必要な範囲で、

会員情報の保護措置を講じた上でカード使用者の会員情報を預託する

こと 

(5) JR 東海の会員情報の共同利用 

エクスプレス予約ホームページ上において公表する会社（以下、「共

同利用者」という。）が、同ホームページに掲げる目的で、本項（1）に

記載のカード使用者の会員情報を、共同して利用することおよび、共同

利用に関する責任者を JR 東海とし、問い合わせ窓口は本項（7）（ｲ）記

載の窓口とすること 

(6) JR 東海からの本項(1)記載の自己に関する会員情報（以下、「個人情

報」という。）の提供およびその利用 

割引等のサービス提供のため、JR 東海の提携する観光施設のうち、

法人会員がサービスの利用を希望する施設に、本項（1）記載の個人情

報を提供すること 

(7) JR 東海による個人情報の開示・訂正・削除 

(ｱ) 法人会員等およびカード使用者等は、JR 東海に対して、個人情報を

開示するよう請求ができること 

(ｲ) JR 東海に対する個人情報の開示・訂正・削除の請求窓口、個人情報

に関するお問い合わせは、次のお客様相談窓口とすること 

〒108-8204 東京都港区港南二丁目 1－85 JR 東海品川ビルＡ棟 

東海旅客鉄道株式会社 エクスプレス予約カスタマーセンター  

電話 0120-417-419 

(ｳ) 万一登録内容が不正確、または誤りであることが判明した場合には、

JR 東海は所定の手続きにより、これを訂正・削除すること 

(8) 本規約に不同意の場合 

JR 東海は、カード入会に必要な記載事項（入会申込書面で法人会員

等が記載すべき事項）の記載を希望しない場合または本規約の内容の全
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は本規約の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合、カードへの

入会申込をお断りすること 

2．法人会員は、管理責任者の氏名・年齢・生年月日・性別・住所・電話番

号・勤務先情報（勤務先所在地・所属部署）・暗証番号・メールアドレス

およびこれらすべての変更情報を JR 東海に提供するにあたって、あらか

じめ管理責任者本人から当該情報提供について同意を得るものとしま

す。 

 

（中略） 

 

5．本条第３項に基づきまたは関連して JR 東海またはカード会社がカード

使用者または管理責任者から損害賠償請求やこれに類する請求その他

の異議を受け、これにより損害（これに対処するために要した費用の負

担を含みます。）を被った場合は、法人会員はこれを速やかに補填する

ものとします。 

 

（中略） 

 

第５条（利用内容の共有） 

会員は、両社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合におい

て、会員の本カードの利用内容を、両社において共有することを予め同意

するものとします。 

  

第６条（JR 東海でのカードの使用） 

1．会員は、JR 東海の指定する JR 東海の窓口等で原則としてカードを提

示し、所定の帳票にカードと同一の署名をすることにより、乗車券類等

の商品の購入、サービスの提供を受けることができます。ただし会員は、

利用できない乗車券類等の商品、サービス等があることを予め承諾しま

す。 

2．会員の JR 東海でのカードの利用について、カード会社が適当と認める

場合は、前項にかかわらず、所定の帳票への署名に代えて端末機への暗

証番号の入力等、カード会社が適当と認める方法によって取引を行うこ

とができる場合があります。 

3．会員は、インターネット等によって JR 東海と取引を行う場合は、カー

ドの提示に代えて、カード会社が必要と認める個人情報等を JR 東海に

送付すること等により、当該取引によって会員が負担した債務の決済手

部、もしくは一部を承認できない場合、カードへの入会申込をお断りす

ること 

2. 法人会員は、管理責任者の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番

号、勤務先情報（勤務先所在地、所属部署）、メールアドレスおよびこれ

らすべての変更情報を JR 東海に提供するにあたって、あらかじめ管理責

任者本人から当該情報提供について同意を得るものとします。 

 

 

（中略） 

 

5. 本条に基づきまたは関連して JR 東海またはカード会社がカード使用者

または管理責任者から損害賠償請求やこれに類する請求その他の異議を

受け、これにより損害（これに対処するために要した費用の負担を含み

ます。）を被った場合は、法人会員はこれを速やかに補填するものとしま

す。 

 

（中略） 

 

第５条（利用内容の共有） 

法人会員は、両社が法人会員に対して本サービスを提供する必要がある

場合において、法人会員のカードの利用内容を、両社において共有するこ

とをあらかじめ同意するものとします。 

 

第６条（JR 東海でのカードの使用） 

1. カード使用者は、JR 東海の指定する JR 東海の窓口等で原則としてカ

ードを提示し、所定の帳票にカードと同一の署名をすることにより、乗

車券類等の商品の購入、サービスの提供を受けることができます。ただ

しカード使用者は、利用できない乗車券類等の商品、サービス等がある

ことをあらかじめ承諾します。 

2. カード使用者の JR 東海でのカードの利用について、カード会社が適当

と認める場合は、前項にかかわらず、所定の帳票への署名に代えて端末

機への暗証番号の入力等、カード会社が適当と認める方法によって取引

を行うことができる場合があります。 

3. 法人会員およびカード使用者は、インターネット等によって JR 東海と

取引を行う場合は、カードの提示に代えて、カード会社が必要と認める

個人情報等を JR 東海に送付すること等により、当該取引によって法人
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段としてカードを利用できます。 

4．会員は、JR 東海が定める「エクスプレス予約サービス特約（JCB）」を

遵守するものとします。なお、会員がカードに署名し、又はカードを利

用したことにより、「エクスプレス予約サービス特約（JCB）」を承認し

たものとします。 

5．部署カードの利用範囲は、カード会社の認める方法による JR 東海の

JR 東海が認めた商品の購入に限ることとします。 

6．会員は、部署カードにて購入した商品を本規約及び「エクスプレス予

約サービス特約（JCB）」に定める本サービスの範囲において、JR 東海

所定の手続きを介して利用することができます。 

 

第７条（代金の支払い） 

会員は､JR東海におけるカード利用代金等を JCB規約等に定める方法に

より支払うものとします。 

 

第８条（カードの紛失・盗難） 

カードの紛失・盗難にかかわる措置は、JCB 規約等によるものとします。

 

第９条（加盟店との紛議） 

会員がカードを利用して、JR 東海の指定する JR 東海の窓口等以外のカ

ード会社の加盟店等で購入した物品又は受けたサービスに関して生じた

紛議については、JR 東海は一切の責任を負いません。 

 

 

第１０条（届出事項の変更） 

1. 両社に届け出た管理責任者、使用者、住所、連絡先、代金決済口座等

に変更が生じた場合は、両社が適当と認めた方法により法人会員または

カード使用者が遅滞なくカード会社の定める方法により届け出るもの

とします。 

2. 前項の届出がないために両社からの通知または送付書類その他のもの

が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに法人

会員またはカード使用者に到着したものとみなします。 

3. 本条第１項の届出がなかったことにより、会員が被った損害について

両社は免責とし、両社の一方または両方が被った損害については会員の

責とします。 

 

会員およびカード使用者が負担した債務の決済手段としてカードを利

用できます。 

 

 

 

4. 部署カードの利用範囲は、カード会社の認める方法による JR 東海が認

めた商品の購入に限ることとします。 

5. 法人会員およびカード使用者は、部署カードにて購入した商品を本サ

ービスの範囲において、JR 東海所定の手続を介して利用することがで

きます。 

 

第７条（代金の支払い） 

法人会員およびカード使用者は､承認した JCB 規約等に定める方法によ

り、JR 東海におけるカード利用代金等を支払うものとします。 

 

第８条（カードの紛失・盗難） 

カードの紛失・盗難にかかわる措置は、JCB 規約等によるものとします。 

 

第９条（加盟店との紛議） 

法人会員およびカード使用者がカードを利用して、JR 東海の指定する

JR 東海の窓口等以外のカード会社の加盟店等で購入した物品または受け

たサービスに関して生じた紛議については、JR 東海は一切の責任を負い

ません。 

 

第１０条（届出事項の変更） 

1. 法人会員は、両社に届け出た事項に変更が生じた場合は、会員規約（大

型法人）および JCB 規約等の定めに従い、遅滞なく届け出るものとしま

す。 

 

2. 前項の届出がないために両社からの通知または送付書類その他のもの

が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに法人

会員またはカード使用者に到着したものとみなします。 

3. 本条第 1 項の届出がなかったことにより、法人会員およびカード使用

者が被った損害について両社は一切の責任を負わず、両社の一方または

両方が被った損害については、法人会員はこれを速やかに補填するもの

とします。 
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第１１条（退会） 

1．会員が都合により退会する場合は、カード会社に届け出るものとしま

す。なお、会員規約（大型法人用）または会員規約（法人債務・カード

使用者立替用）に基づく会員は、退会の届出と同時に、JR 東海におけ

るカード利用代金の全額を当社に支払うものとします。 

2．法人会員が部署カードについて退会した場合には、個人カードに関し

て両社と法人会員との間に適用される JCB 規約等についても、退会とし

て取り扱われるものとします。 

 

１２条（会員資格の取消） 

1. 会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、（１）においては当然に、

（２）（４）においては、相当期間を定めた JR 東海又はカード会社から

の催告後に是正されない場合、（３）（５）（６）においては JR 東海又は

カード会社が会員資格の取消の通知をしたときに会員資格を取り消さ

れます。なお、法人会員が JCB 規約等のいずれかについて会員資格を喪

失した場合には、両社と法人会員との間に適用される全ての JCB 規約等

について、当然に会員資格を喪失するものとします。 

(１)  会員が入会時に虚偽の申告をした場合 

(２)  本規約のいずれかに違反した場合 

(３)  本規約のいずれかに違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合 

(４)  カードの利用代金の支払いを遅滞した場合 

(５)  会員の信用状態に重大な変化が生じたと JR 東海又はカード会社が

判断した場合 

(６)  カードの利用状況が適当でないと JR 東海又はカード会社が判断し

た場合 

2. 前項の場合、会員は直ちにカードをカード会社に返却し、カード利用

代金等当社に対する全債務を JCB 規約等に基づき、当社に支払うものと

します。 

3. 次の各号の一つにでも該当した場合、JR 東海又はカード会社は会員に

通知催告を行ったうえで、会員規約（大型法人用）又は会員規約（法人

債務・カード使用者立替用）に基づくカードに関し、カード利用の一時

停止を含む利用制限若しくは利用停止又は本規約の一部若しくは全部

の解除をすることができるものとします。 

(１)会員の JR 東海でのカード利用代金が、月額１００万円を下回った場

 合 

 

第１１条（退会） 

1. 法人会員が都合により退会する場合は、JCB 規約等によるものとしま

す。 

 

 

2. 法人会員が部署カードについて退会した場合には、個人カードに関し

て両社と法人会員との間に適用される JCB 規約等についても、退会とし

て取り扱われるものとします。 

 

第１２条（会員資格の取消） 

1. 法人会員およびカード使用者が次の各号の一つにでも該当する場合

は、本項(1)においては当然に、本項(2)(4)においては、相当期間を定

めた JR 東海またはカード会社からの催告後に是正されない場合、本項

(3)(5)(6)においては JR 東海またはカード会社が会員資格の取消の通

知をしたときに会員資格を取り消されます。なお、法人会員が JCB 規約

等のいずれかについて会員資格を喪失した場合には、両社とカード使用

者との間に適用される全ての JCB 規約等について、当然に会員資格を喪

失するものとします。 

(1) 会員が入会時に虚偽の申告をした場合 

(2) 本規約又はエクスプレス予約サービス特約（JCB） のいずれかに違反

した場合 

(3) 本規約又はエクスプレス予約サービス特約（JCB）のいずれかに違反

し、当該違反が重大な違反にあたる場合 

(4) カードの利用代金の支払いを遅滞した場合 

(5) 法人会員の信用状態に重大な変化が生じたと JR 東海またはカード会

社が判断した場合 

(6) カードの利用状況が適当でないと JR 東海またはカード会社が判断し

た場合 

2. 前項の場合、資格を喪失した法人会員およびカード使用者は直ちにカ

ードをカード会社に返却し、カード利用代金等カード会社に対する自己

の全債務を JCB 規約等に基づき、カード会社に支払うものとします。 
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(２)会員の１ヶ月あたりの JR 東海でのカード利用代金を、月末時点でカ

ード会社が会員に貸与している部署カードおよび個人カードの総枚数

で割ったカード１枚あたりの利用代金が、１回でも１，５００円を下回

った場合 

4．会員が JCB 規約等の会員資格のいずれかを喪失した場合は、本規約に

よる会員資格も喪失するものとします。 

 

第１３条(合意管轄裁判所) 

会員と JR 東海との間で発生する訴訟については、JR 東海の本社の所在

地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。 

 

第１４条（JCB 会員規約と本規約の関係） 

１. 本規約に定めのない事項については、JCB 規約等が適用されるものと

します。 

２. 本規約と JCB 規約等に定める内容が相違する場合は、本規約に定める

内容を優先して適用するものとします。 

 

第１５条（規約の改定ならびに承認） 

本規約が改定された場合は、JR 東海又はカード会社がその内容を通知

または公告した後に会員がカードを利用したときは規約の改定を承認し

たものとみなします。 

カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規約に記載されてい

る「当社」、「カード会社」を「JCB」と読み替えます。 

 

エクスプレス予約サービス（JCB）に関する特約 

  

（第１条：概要） 

１．本特約は、「JCB エクスプレスカード会員規約」（以下「カード会員規

約」という。）で定める東海旅客鉄道株式会社（以下「当社」という。）

がカード会員規約に定める法人会員（以下「法人会員」という。）に提

供するエクスプレス予約サービス（以下「本サービス」という。）の取

扱について定める。法人会員は本特約の内容について会員指定の JCB エ

クスプレスビジネスカード（以下「カード」という。）使用者（以下「カ

ード使用者」という。）に周知するものとする。法人会員及びカード使

用者は本特約を承認し、遵守するものとする。 

 

 

 

 

 

3. 法人会員およびカード使用者が JCB 規約等の会員資格のいずれかを喪 

失した場合は、本規約による会員資格も喪失するものとします。 

 

第１３条（合意管轄裁判所） 

法人会員と JR 東海との間で発生する訴訟については、JR 東海の本社の

所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。 

 

第１４条（規約の改定ならびに承認） 

本規約が改定された場合は、JR 東海またはカード会社がその内容を通

知または公告した後に、法人会員およびカード使用者がカードを利用した

ときは規約の改定を承認したものとみなします。 

 

 

第１５条 （削る） 

 

 

 

 

 

 

エクスプレス予約サービス（JCB）に関する特約 

  

（第１条：概要） 

１．本特約は、「JCB エクスプレスカード会員規約」（以下、「カード会員

規約」という。）で定める東海旅客鉄道株式会社（以下、「当社」という。）

がカード会員規約に定める法人会員（以下、「法人会員」という。）に提

供するエクスプレス予約サービス（以下、「本サービス」という。）の取

扱について定める。法人会員は本特約の内容について会員指定の JCB エ

クスプレスビジネスカード又は JCB コーポレートカード（以下、総称し

て「カード」という。）使用者（以下、「カード使用者」という。）に周

知するものとする。法人会員及びカード使用者は本特約を承認し、遵守

するものとする。 
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２．当社は、事前に法人会員及びカード使用者に通知することなく本特約

を変更できるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とする。本特

約を変更した場合、法人会員及びカード使用者が本サービスまたは JR 東

海 EX-IC サービス規約（提携コーポレート会員）に定めるサービスを利

用したことをもって、変更後の特約に同意したものとみなされる。 

 

３. 当社は、前項の変更に起因して、法人会員、カード使用者または第三

者が被った不利益については、一切の責任を負わない。 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード使

 

２．法人会員は、カード使用者に対し、本サービスを、法人会員に代って

利用する一切の権限（以下、「本代理権」という。）を授与するものとす

る。また、法人会員は、本代理権の授与について、撤回、取消または無

効等の消滅事由がある場合には、カード会員規約に定める方法により、

エクスプレス予約サービスの利用の退会を申し出るものとする。法人会

員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張

することはできないものとする。また、法人会員はカード使用者のエク

スプレス予約サービスの利用に関する一切の責任を負うものとする。 

 

３．当社は、事前に法人会員及びカード使用者に通知することなく本特約

を変更できるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とする。本特

約を変更した場合、法人会員及びカード使用者が本サービスまたは JR 東

海 EX-IC サービス規約（提携コーポレート会員）に定めるサービスを利

用したことをもって、変更後の特約に同意したものとみなされる。 

 

４. 当社は、前項の変更に起因して、法人会員、カード使用者または第三

者が被った不利益については、一切の責任を負わない。 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

５．次の各号の一つにでも該当した場合、JR 東海またはカード会員規約に

定めるカード会社は法人会員に通知催告を行ったうえで、本サービス利

用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止または本規約の一部もし

くは全部の解除をすることができるものとします。 

(1)法人会員の本サービスにおける利用代金が、月額 100 万円を下回った

場合 

(2)法人会員の１ヶ月あたりの本サービスにおける利用代金を、月末時点

でカード会社が法人会員に貸与している部署カードおよび個人カード

の総枚数で割ったカード１枚あたりの利用代金が、１回でも 1,500 円を

下回った場合 

 

６．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード使
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用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を停止

させることができる。なお、本項（6）又は（7）の項目に該当する場合

は、同時に、カード会員規約第 12 条第１項第６号に該当するものとみ

なす。 

(1) カード使用者が本特約に違反した場合。 

(2) 第２項により登録及び第３条により修正された情報の内容に事実と

異なる内容（誤記、記入漏れ等を含む）があった場合。 

(3) カード会員規約が失効した場合、又はカード使用者がカード使用者

でなくなった場合。 

(4) カード使用者が登録したｅメールアドレス、連絡先電話番号の変更

等により、当社からカード使用者への連絡がとれなくなった場合。 

(5) カード使用者が差押、仮差押、仮処分を受けた場合、支払を停止し

た場合、破産若しくは更生手続開始の申立を行い又は申立を受けた場

合、その他カード使用者の信用状態に重大な変化が生じた場合。 

(6) 法人会員又はカード使用者が、本サービスを利用して購入した乗車券

類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で、転売又は

換金行為を試み、若しくは実行した場合（旅行業法に定める取次行為を

含む）。 

(7) 法人会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない

等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を

超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。 

 

 

(8) その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

６．カード使用者は、本サービスの利用を終了することを希望する場合、

当社が定める退会手続を行うものとする。カード使用者が退会手続を行

った場合、当社は、カード使用者の登録を取り消す。退会手続が完了し

た場合、当社は退会完了画面に表示することにより通知する。 

 

 

７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使用

者が第６項に定める退会手続を行った後、別に定める所要回答時間を経

過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める JR 東海エク

スプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマーセンター」という。）

用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を停止

させることができる。なお、本項（6）又は（7）の項目に該当する場合

は、同時に、カード会員規約第 12 条第１項第６号に該当するものとみ

なす。 

(1) カード使用者が本特約に違反した場合。 

(2) 第２項により登録及び第３条により修正された情報の内容に事実と

異なる内容（誤記、記入漏れ等を含む）があった場合。 

(3) 本代理権を喪失した場合、カード会員規約が失効した場合、又はカー

ド使用者がカード使用者でなくなった場合。 

(4) カード使用者が登録したｅメールアドレス、連絡先電話番号の変更

等により、当社からカード使用者への連絡がとれなくなった場合。 

(5) カード使用者が差押、仮差押、仮処分を受けた場合、支払を停止し

た場合、破産若しくは更生手続開始の申立を行い又は申立を受けた場

合、その他カード使用者の信用状態に重大な変化が生じた場合。 

(6) 法人会員又はカード使用者が、本サービスを利用して購入した乗車券

類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で、転売又は

換金行為を試み、若しくは実行した場合（旅行業法に定める取次行為を

含む）。 

(7) 法人会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない

等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を

超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。 

(8) 法人会員又はカード使用者が、第 16 条に違反している、又は疑いが

あると当社が認めたとき 

(9) その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

７．カード使用者は、本サービスの利用を停止することを希望する場合、

当社が定める会員登録の初期化手続きを行うものとする。カード使用者

が会員登録の初期化手続きを行った場合、当社は、カード使用者の登録

を取り消す。また、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は本サー

ビスの画面に表示することにより通知する。 

 

８．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使用

者が第７項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める所要

回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める

JR 東海エクスプレス予約カスタマーセンター（以下、「カスタマーセン
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まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとする。 

 

 

８．法人会員及びカード使用者は、第５項又は第６項により、カード使用

者が本サービス利用停止又は登録取消となった後であっても、登録取消

時点以前に発生したカード使用者の本サービスの利用に基づく債務の負

担は、理由の如何を問わず免れ得ないものとする。 

 

９．カード使用者が本サービスを利用して購入した乗車券類の効力等は、

本特約に定める内容を除き、当社の定める運送約款（東海旅客鉄道株式

会社旅客営業規則その他の当社が定める運送約款。以下同じ）によるも

のとする。 

 

（中略） 

 

（第 12 条：法人会員及びカード使用者の義務） 

１．カード使用者は、本サービスを利用する際には、インターネット利用

の一般的なマナー及び技術的ルールを遵守しなければならないものとす

る。 

 

２．法人会員及びカード使用者はＩＤ及びパスワードの使用及び管理の一

切の責任を負うものとし、カード使用者以外の者に利用させたり、貸

与、譲渡等をしてはならないものとする。 

 

３．カード使用者は、本サービスに関連して当社又は第三者に迷惑、不利

益を与える恐れのある行為、本サービスに支障をきたす恐れのある行

為、本特約に違反する恐れのある行為等を行ってはならないものとす

る。 

 

（第 13 条：カード使用者の責任、当社の免責、損害賠償） 

１．カード使用者は、自らの行為であるか否かに関わらず、又過失の有無

にかかわらず、本サービスの利用にあたり、自ら行った一切の行為及び

その結果並びにＩＤによりなされた一切の行為及び結果について、一切

の責任を負担するものとし、第三者に損害を与えた場合、自己の責任と

負担において当該第三者との紛争を解決するものとする。 

 

ター」という。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものと

する。 

 

９．法人会員及びカード使用者は、第５項、第６項又は第７項により、カ

ード使用者が本サービス利用停止又は登録取消となった後であっても、

登録取消時点以前に発生したカード使用者の本サービスの利用に基づく

債務の負担は、理由の如何を問わず免れ得ないものとする。 

 

10．カード使用者が本サービスを利用して購入した乗車券類の効力等は、

本特約に定める内容を除き、当社の定める運送約款（東海旅客鉄道株式

会社旅客営業規則その他の当社が定める運送約款。以下同じ）によるも

のとする。 

 

（中略） 

 

（第 12 条：法人会員及びカード使用者の義務） 

１．法人会員及びカード使用者は、本サービスを利用する際には、インタ

ーネット利用の一般的なマナー及び技術的ルールを遵守しなければなら

ないものとする。 

 

２．法人会員及びカード使用者はＩＤ及びパスワードの使用及び管理の一

切の責任を負うものとし、カード使用者以外の者に利用させたり、貸

与、譲渡等をしてはならないものとする。 

 

３．法人会員及びカード使用者は、本サービスに関連して当社又は第三者

に迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービスに支障をきたす恐

れのある行為、本特約に違反する恐れのある行為等を行ってはならない

ものとする。 

 

（第 13 条：法人会員の責任、当社の免責、損害賠償） 

１．法人会員は、本サービスの利用にあたり、カード使用者が行った一切

の行為及びその結果並びにＩＤによりなされた一切の行為及び結果につ

いて、一切の責任を負担するものとし、カード使用者が第三者に損害を

与えた場合、法人会員の責任と負担において当該第三者との紛争を解決

するものとする。 
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２．当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負わ

ない。  

(1)お客様情報の内容に事実と異なる内容（誤記、記入漏れ等を含む）が

あったことにより、法人会員、カード使用者又は第三者が被った不利

益。 

(2)カード使用者のＩＤ及びパスワードの使用上の誤り又は管理不十分に

より法人会員、カード使用者又は第三者が被った不利益。 

(3)当社が第２条第５項によりカード使用者の本サービス利用を停止させ

ることにより法人会員、カード使用者又は第三者が被った不利益。 

 

（中略） 

 

３．カード使用者が本特約、及び当社の定める運送約款及び法令の定めに

違反して当社又は第三者に損害を与えた場合、当該カード使用者は、当

該損害を賠償する責任を負うものとする。  

 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サ

ービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当社又

はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使用者は

これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負

わない。  

(1)お客様情報の内容に事実と異なる内容（誤記、記入漏れ等を含む）が

あったことにより、法人会員、カード使用者又は第三者が被った不利

益。 

(2)カード使用者のＩＤ及びパスワードの使用上の誤り又は管理不十分に

より法人会員、カード使用者又は第三者が被った不利益。 

(3)当社が第２条第６項によりカード使用者の本サービス利用を停止させ

ることにより法人会員、カード使用者又は第三者が被った不利益。 

 

（中略） 

 

３．カード使用者が本特約、及び当社の定める運送約款及び法令の定めに

違反して当社又は第三者に損害を与えた場合、法人会員は、当該損害を

賠償する責任を負うものとする。  

 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サ

ービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当社又

はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使用者は

これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとする。 

 

（第 16 条：反社会的勢力の排除） 

１. 法人会員又はカード使用者は、現在、次の各号のいずれにも該当し

ないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する

ものとする。 

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者 

(3) 暴力団準構成員 

(4) 暴力団関係企業 

(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

(6) 前各号の共生者 

(7) その他前各号に準ずる者 
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三井住友エクスプレスコーポレートカード会員 

 

エクスプレス三井住友コーポレートカード会員特約 

 

（前略） 

 

第１１条（カード利用の断りおよび一時停止、会員資格および使用者資格

の取消） 

１．甲及び乙は、会員または使用者のカードの利用金額、利用状況、利

用代金の支払状況等の事情によっては全カードまたは一部のカードの

利用をお断りすることがあります。また、甲及び乙は、カード使用者

のカード利用が本特約に違反する場合、又は違反するおそれがある場

合、その他、甲及び乙がカード使用者のカード利用について不審な点

があると判断した場合には、カードの利用を断ることができるものと

します。 

 

（中略） 

 

３．会員または使用者が次のいずれかに該当した場合、その他甲又は乙

において会員または使用者として不適格と認めた場合は、甲又は乙は

通 知・催告などをせずに会員資格または使用者資格を取り消すこと

ができます。会員資格または使用者資格を取消された場合、会員また

は使用者は甲及び乙に対する会員資格または使用者資格に基づく権利

を喪失するものとします。 

  (1)虚偽の申告をした場合 

  (2)本特約のいずれかに違反した場合 

２. 法人会員又はカード使用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号

に該当する行為を行わないことを確約するものとする。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損

し、又は当社の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

 

 

 三井住友エクスプレスコーポレートカード会員 

 

エクスプレス三井住友コーポレートカード会員特約 

 

（前略） 

 

第１１条（カード利用の断りおよび一時停止、会員資格および使用者資格

の取消） 

１．甲及び乙は、会員または使用者のカードの利用金額、利用状況、利

用代金の支払状況等の事情によっては全カードまたは一部のカードの

利用をお断りすることがあります。また、甲及び乙は、カード使用者

のカード利用が本特約に違反する場合、又は違反するおそれがある場

合、その他、甲及び乙がカード使用者のカード利用について不審な点

があると判断した場合には、カードの利用を断ることができるものと

します。 

 

（中略） 

 

３．会員または使用者が次のいずれかに該当した場合、その他甲又は乙

において会員または使用者として不適格と認めた場合は、甲又は乙は

通知・催告などをせずに会員資格または使用者資格を取り消すことが

できます。会員資格または使用者資格を取消された場合、会員または

使用者は甲及び乙に対する会員資格または使用者資格に基づく権利を

喪失するものとします。 

  (1)虚偽の申告をした場合 

  (2)本特約又は EX 予約コーポレート特約のいずれかに違反した場合 
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  (3)カード利用代金等乙に対する債務の履行を怠った場合 

  (4)信用状態に重大な変化が生じた場合 

  (5)カードの利用状況が適当でないと甲又は乙が判断した場合 

  (6)カード発行後 2ヶ月以内に乙の定める本人確認手続が完了しない場

   合 

  (7)乙から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他

のカードにつき、上記(1)から(6)に記載した事項のいずれかに該当す

る事由が生じた場合 

 

（以下略） 

 

 

エクスプレス予約サービス 

（三井住友エクスプレスコーポレートカード）に関する特約 

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができる。なお、本項（6）又は（7）の項目に該当する

場合は、同時に、カード会員規約第 11 条第３項第５号に該当するもの

とみなす。 

(1)カード使用者が本特約に違反した場合。 

 

（中略） 

 

(7)会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない等、

転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超

えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。 

 

 

  (3)カード利用代金等乙に対する債務の履行を怠った場合 

  (4)信用状態に重大な変化が生じた場合 

  (5)カードの利用状況が適当でないと甲又は乙が判断した場合 

  (6)カード発行後 2ヶ月以内に乙の定める本人確認手続が完了しない場 

    合 

  (7)乙から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他

のカードにつき、上記(1)から(6)に記載した事項のいずれかに該当す

る事由が生じた場合 

 

（以下略） 

 

 

エクスプレス予約サービス 

（三井住友エクスプレスコーポレートカード）に関する特約 

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができる。なお、本項（6）又は（7）の項目に該当する

場合は、同時に、カード会員規約第 11 条第３項第５号に該当するもの

とみなす。 

(1)カード使用者が本特約に違反した場合。 

 

（中略） 

 

(7)会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない等、

転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超

えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。  

(8) 会員又はカード使用者が、第 16 条に違反している、又は疑いがあ

ると当社が認めた場合。 
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(8)その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

６．カード使用者は、本サービスの利用を終了することを希望する場

合、当社が定める退会手続を行うものとする。カード使用者が退会手

続を行った場合、当社は、カード使用者の登録を取り消す。退会手続

が完了した場合、当社は退会完了画面に表示することにより通知す

る。 

 

 

７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

用者が第６項に定める退会手続を行った後、別に定める所要回答時間

を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める JR 東海

エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマーセンター」と

いう。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとする。 

 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、

サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当

社又はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使

用者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

６．カード使用者は、本サービスの利用を停止することを希望する場

合、当社が定める会員登録の初期化手続を行うものとする。カード使

用者が会員登録の初期化手続を行った場合、当社は、カード使用者の

登録を取り消す。また、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は本

サービスの画面に表示することにより通知する。 

   

７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

用者が第６項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める

所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に

定める JR 東海エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマ

ーセンター」という。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従う

ものとする。 

 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、

サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当

社又はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使

用者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとす

る。 

 

（第 16 条：反社会的勢力の排除） 

１．会員又はカード使用者は、現在、次の各号のいずれにも該当しない

ことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの

とする。 

(1)暴力団 

(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者 

(3)暴力団準構成員 

(4)暴力団関係企業 

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

(6)前各号の共生者 

(7)その他前各号に準ずる者 
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ＵＣエクスプレスコーポレートカード会員 

 

ＵＣエクスプレスコーポレートカード会員規約 

 

（前略） 

 

第８条（カード利用の停止、会員資格および使用者資格の取消） 

１．法人会員またはカード使用者が本規約に違反した場合、違反するお

それがある場合、その他不審な場合などには、甲及び乙はカード利用

の一時停止を含む利用制限若しくは利用停止又は法人会員の資格取

消、特定のカード利用単位の廃止、または特定のカード使用者の使用

取消をすることができます。 

 

（以下略） 

 

 

エクスプレス予約サービス（ＵＣコーポレート）に関する特約 

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

 

２．会員又はカード使用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該

当する行為を行わないことを確約するものとする。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、

又は当社の業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 

 

 

ＵＣエクスプレスコーポレートカード会員 

 

ＵＣエクスプレスコーポレートカード会員規約 

 

（前略） 

 

第８条（カード利用の停止、会員資格および使用者資格の取消） 

１．法人会員またはカード使用者が本規約又は EX 予約コーポレート特約

に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合など

には、甲及び乙はカード利用の一時停止を含む利用制限若しくは利用

停止又は法人会員の資格取消、特定のカード利用単位の廃止、または

特定のカード使用者の使用取消をすることができます。 

 

（以下略） 

 

 

エクスプレス予約サービス（ＵＣコーポレート）に関する特約 

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 
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５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができる。 

(1) カード使用者が本特約に違反した場合。 

 

（中略） 

 

(7) 会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない等、

転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超

えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。 

(8) その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

 

 

６．カード使用者は、本サービスの利用を終了することを希望する場

合、当社が定める退会手続を行うものとする。カード使用者が退会手

続を行った場合、当社は、カード使用者の登録を取り消す。退会手続

が完了した場合、当社は退会完了画面に表示することにより通知す

る。 

 

７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

用者が第６項に定める退会手続を行った後、別に定める所要回答時間

を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める JR 東海

エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマーセンター」と

いう。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとする。 

 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、

サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当

社又はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使

用者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとす

る。 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができる。 

(1) カード使用者が本特約に違反した場合。 

 

（中略） 

 

(7) 会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない等、

転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超

えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。  

(8) 会員又はカード使用者が、第 16 条に違反している、又は疑いがある

と当社が認めた場合。 

(9) その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

  

６．カード使用者は、本サービスの利用を停止することを希望する場

合、当社が定める会員登録の初期化手続を行うものとする。カード使

用者が会員登録の初期化手続を行った場合、当社は、カード使用者の

登録を取り消す。また、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は本

サービスの画面に表示することにより通知する。 

   

７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

用者が第６項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める

所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に

定める JR 東海エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマ

ーセンター」という。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従う

ものとする。 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、

サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当

社又はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使

用者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとす

る。 
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ＭＵＦＧ・ＤＣカードエクスプレスコーポレートカード会員 

 

ＭＵＦＧカードエクスプレスコーポレート会員規約 

 

（前略） 

 

第１２条（会員資格の取消） 

1．会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、会員資格を取り消され

ます。 

(1)会員が入会時に虚偽の申告をした場合 

(2)本規約のいずれかに違反した場合 

(3)カードの利用代金の支払いを遅滞した場合 

(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとＪＲ東海又はカード会社が

判断した場合 

（第 16 条：反社会的勢力の排除） 

１．会員又はカード使用者は、現在、次の各号のいずれにも該当しない

ことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの

とする。 

(1)暴力団 

(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者 

(3)暴力団準構成員 

(4)暴力団関係企業 

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

(6)前各号の共生者 

(7)その他前各号に準ずる者 

 

２．会員又はカード使用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該

当する行為を行わないことを確約するものとする。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、

又は当社の業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 

 

 

 ＭＵＦＧ・ＤＣカードエクスプレスコーポレートカード会員 

 

ＭＵＦＧカードエクスプレスコーポレート会員規約 

 

（前略） 

 

第１２条（会員資格の取消） 

1．会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、会員資格を取り消され

ます。 

(1)会員が入会時に虚偽の申告をした場合 

(2)本規約又は EX 予約サービス特約のいずれかに違反した場合 

(3)カードの利用代金の支払いを遅滞した場合 

(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとＪＲ東海又はカード会社が

判断した場合 
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(5)カードの利用状況が適当でないとＪＲ東海又はカード会社が判断し

た場合 

 

（以下略） 

 

エクスプレス予約サービス（ＭＵＦＧカードコーポレート）に関する特約 

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができる。なお、本項（6）又は（7）の項目に該当する

場合は、同時に、カード会員規約第 12 条第１項第５号に該当するもの

とみなす。 

(1)カード使用者が本特約に違反した場合。 

 

（中略） 

 

(7)法人会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない

等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度

を超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。 

 

 

(8)その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

６．カード使用者は、本サービスの利用を終了することを希望する場

合、当社が定める退会手続を行うものとする。カード使用者が退会手

続を行った場合、当社は、カード使用者の登録を取り消す。退会手続

が完了した場合、当社は退会完了画面に表示することにより通知す

る。 

(5)カードの利用状況が適当でないとＪＲ東海又はカード会社が判断し

た場合 

 

（以下略） 

 

エクスプレス予約サービス（ＭＵＦＧカードコーポレート）に関する特約 

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができる。なお、本項（6）又は（7）の項目に該当する

場合は、同時に、カード会員規約第 12 条第１項第５号に該当するもの

とみなす。 

(1)カード使用者が本特約に違反した場合。 

 

（中略） 

 

(7)法人会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない

等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度

を超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。  

(8) 法人会員又はカード使用者が、第 16 条に違反している、又は疑いが

あると当社が認めた場合。 

(9)その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

  

６．カード使用者は、本サービスの利用を停止することを希望する場

合、当社が定める会員登録の初期化手続を行うものとする。カード使

用者が会員登録の初期化手続を行った場合、当社は、カード使用者の

登録を取り消す。また、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は本

サービスの画面に表示することにより通知する。 
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７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

用者が第６項に定める退会手続を行った後、別に定める所要回答時間

を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める JR 東海

エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマーセンター」と

いう。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとする。 

 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サ

ービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当社又

はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使用者は

これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

用者が第６項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める

所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に

定める JR 東海エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマ

ーセンター」という。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従う

ものとする。 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、

サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当

社又はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使

用者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとす

る。 

 

（第 16 条：反社会的勢力の排除） 

１．法人会員又はカード使用者は、現在、次の各号のいずれにも該当し

ないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する

ものとする。 

(1)暴力団 

(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者 

(3)暴力団準構成員 

(4)暴力団関係企業 

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

(6)前各号の共生者 

(7)その他前各号に準ずる者 

 

２．法人会員又はカード使用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号

に該当する行為を行わないことを確約するものとする。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、

又は当社の業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 
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ＤＣエクスプレスコーポレートカード（個別払い方式）会員特約 

ＤＣエクスプレスコーポレートカード（一括払い方式）会員特約 

 

（前略） 

 

第１１条（会員資格の取消） 

１．会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、会員資格を取り消さ

れます。 

(1)会員が入会時に虚偽の申告をした場合 

(2)本特約のいずれかに違反した場合 

(3)カードの利用代金の支払いを遅滞した場合 

(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとＪＲ東海または三菱ＵＦＪ

ニコスが判断した場合 

(5)カードの利用状況が適当でないとＪＲ東海または三菱ＵＦＪニコス

が判断した場合 

  

（以下略） 

 

エクスプレス予約サービス（ＤＣコーポレート）に関する特約 

（個別払い方式） 

エクスプレス予約サービス（ＤＣコーポレート）に関する特約 

（一括払い方式） 

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとします。 

 

（中略） 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができます。なお、本項（6）又は（7）の項目に該当す

る場合は、同時に、ＤＣエクスプレスコーポ特約第 11 条第１項第５号

 

 

ＤＣエクスプレスコーポレートカード（個別払い方式）会員特約 

ＤＣエクスプレスコーポレートカード（一括払い方式）会員特約 

 

（前略） 

 

第１１条（会員資格の取消） 

１．会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、会員資格を取り消さ

れます。 

(1)会員が入会時に虚偽の申告をした場合 

(2)本特約又は EX 予約サービス特約のいずれかに違反した場合 

(3)カードの利用代金の支払いを遅滞した場合 

(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとＪＲ東海または三菱ＵＦＪ

ニコスが判断した場合 

(5)カードの利用状況が適当でないとＪＲ東海または三菱ＵＦＪニコス

が判断した場合 

 

（以下略） 

 

エクスプレス予約サービス（ＤＣコーポレート）に関する特約 

（個別払い方式） 

エクスプレス予約サービス（ＤＣコーポレート）に関する特約 

（一括払い方式） 

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとします。 

 

（中略） 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができます。なお、本項（6）又は（7）の項目に該当す

る場合は、同時に、ＤＣエクスプレスコーポ特約第 11 条第１項第５号
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に該当するものとみなします。 

(1)カード使用者が本特約に違反した場合 

 

（中略） 

 

(7)法人会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない

等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度

を超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。 

 

 

(8)その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

６．カード使用者は、本サービスの利用を終了することを希望する場

合、当社が定める退会手続を行うものとします。カード使用者が退会

手続を行った場合、当社は、カード使用者の登録を取り消します。退

会手続が完了した場合、当社は退会完了画面に表示することにより通

知します。 

 

７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

用者が第６項に定める退会手続を行った後、別に定める所要回答時間

を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める JR 東海

エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマーセンター」と

いう。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。

 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、

サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当

社又はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使

用者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとしま

す。 

 

 

 

に該当するものとみなします。 

(1)カード使用者が本特約に違反した場合 

 

（中略） 

 

(7)法人会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない

等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度

を超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。  

(8) 法人会員又はカード使用者が、第 16 条に違反している、又は疑いが

あると当社が認めた場合。 

(9)その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

６．カード使用者は、本サービスの利用を停止することを希望する場

合、当社が定める会員登録の初期化手続を行うものとします。カード

使用者が会員登録の初期化手続を行った場合、当社は、カード使用者

の登録を取り消します。また、会員登録の初期化手続が完了した後、当

社は本サービスの画面に表示することにより通知します。 

   

７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

用者が第６項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める

所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に

定める JR 東海エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマ

ーセンター」という。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従う

ものとします。 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、

サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当

社又はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使

用者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとしま

す。 

 

（第 16 条：反社会的勢力の排除） 

１．法人会員又はカード使用者は、現在、次の各号のいずれにも該当し
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TS CUBIC エクスプレスコーポレートカード会員 

 

TS CUBIC エクスプレスコーポレートカード会員規約 

 

（前略） 

 

第１２条（会員資格の取消） 

1．会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、会員資格を取り消され

ます。 

(1)会員が入会時に虚偽の申告をした場合 

(2)本規約のいずれかに違反した場合 

(3)カードの利用代金の支払いを遅滞した場合 

(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとＪＲ東海又はカード会社が判

断した場合 

(5)カードの利用状況が適当でないとＪＲ東海又はカード会社が判断した

場合 

ないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する

ものとします。 

(1)暴力団 

(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者 

(3)暴力団準構成員 

(4)暴力団関係企業 

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

(6)前各号の共生者 

(7)その他前各号に準ずる者 

 

２．法人会員又はカード使用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号

に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、

又は当社の業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 

 

 

 TS CUBIC エクスプレスコーポレートカード会員 

 

TS CUBIC エクスプレスコーポレートカード会員規約 

 

（前略） 

 

第１２条（会員資格の取消） 

1．会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、会員資格を取り消され

ます。 

(1)会員が入会時に虚偽の申告をした場合 

(2)本規約又は EX 予約サービス特約のいずれかに違反した場合 

(3)カードの利用代金の支払いを遅滞した場合 

(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとＪＲ東海又はカード会社が判

断した場合 

(5)カードの利用状況が適当でないとＪＲ東海又はカード会社が判断した

場合 
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（以下略） 

 

エクスプレス予約サービス（ＴＳ ＣＵＢＩＣ コーポレート）に関する特約

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができる。なお、本項（6）又は（7）の項目に該当する

場合は、同時に、カード会員規約第 12 条第１項第５号に該当するもの

とみなす。 

(1)カード使用者が本特約に違反した場合。 

 

（中略） 

 

(7)法人会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない

等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を

超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。 

 

 

(8)その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

６．カード使用者は、本サービスの利用を終了することを希望する場

合、当社が定める退会手続を行うものとする。カード使用者が退会手

続を行った場合、当社は、カード使用者の登録を取り消す。退会手続

が完了した場合、当社は退会完了画面に表示することにより通知す

る。 

 

７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

 

（以下略） 

 

エクスプレス予約サービス（ＴＳ ＣＵＢＩＣ コーポレート）に関する特約 

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができる。なお、本項（6）又は（7）の項目に該当する

場合は、同時に、カード会員規約第 12 条第１項第５号に該当するもの

とみなす。 

(1)カード使用者が本特約に違反した場合。 

 

（中略） 

 

(7)法人会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない

等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度

を 超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。  

(8) 法人会員又はカード使用者が、第 16 条に違反している、又は疑いが

あると当社が認めた場合。 

(9)その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

６．カード使用者は、本サービスの利用を停止することを希望する場

合、当社が定める会員登録の初期化手続を行うものとする。カード使

用者が会員登録の初期化手続を行った場合、当社は、カード使用者の

登録を取り消す。また、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は本

サービスの画面に表示することにより通知する。 

 

７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使
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用者が第６項に定める退会手続を行った後、別に定める所要回答時間

を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める JR 東海

エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマーセンター」と

いう。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとする。 

 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サ

ービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当社又

はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使用者は

これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用者が第６項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める

所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に

定める JR 東海エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマ

ーセンター」という。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従う

ものとする。 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、

サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当

社又はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使

用者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとす

る。 

 

（第 16 条：反社会的勢力の排除） 

１．法人会員又はカード使用者は、現在、次の各号のいずれにも該当し

ないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する

ものとする。 

(1)暴力団 

(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者 

(3)暴力団準構成員 

(4)暴力団関係企業 

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

(6)前各号の共生者 

(7)その他前各号に準ずる者 

 

２．法人会員又はカード使用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号

に該当する行為を行わないことを確約するものとする。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、

又は当社の業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 
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ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ･JR 東海ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞ会員 

 

エクスプレス予約サービス（アメリカン・エキスプレス・コーポレート）

に関する特約 

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができる。なお、本項第6号又は第7号の項目に該当す

る場合は、同時に、カード会員規約第 13 条第１項第 6 号に該当するも

のとみなす。 

 

(1)カード使用者が本特約に違反した場合。 

 

（中略） 

 

(7)法人会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない

等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度

を超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。 

 

 

(8)その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

６．カード使用者は、本サービスの利用を終了することを希望する場

合、当社が定める退会手続を行うものとする。カード使用者が退会手

続を行った場合、当社は、カード使用者の登録を取り消す。退会手続

が完了した場合、当社は退会完了画面に表示することにより通知す

る。 

 

ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ･JR 東海ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞ会員 

 

エクスプレス予約サービス（アメリカン・エキスプレス・コーポレート） 

に関する特約 

 

（前略） 

 

（第２条：エクスプレス予約利用資格） 

１．本サービスは、カード使用者に限り利用できるものとする。 

 

（中略） 

 

５．以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当社は事前にカード

使用者に通知することなく直ちに、カード使用者の本サービス利用を

停止させることができる。なお、本項第6号又は第7号の項目に該当す

る場合は、同時に、カード会員規約第 13 条第１項第 6 号に、本項第 8

号に該当する場合は、同時に、カード会員規約第 13 条第１項第 3 号に

該当するものとみなす。 

(1)カード使用者が本特約に違反した場合。 

 

（中略） 

 

(7)法人会員又はカード使用者が、その一部又は全部を自らは使用しない

等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度

を超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合。  

(8) 法人会員又はカード使用者が、第 16 条に違反している、又は疑いが

あると当社が認めた場合。 

(9)その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当

と判断した場合。 

 

６．カード使用者は、本サービスの利用を停止することを希望する場

合、当社が定める会員登録の初期化手続を行うものとする。カード使

用者が会員登録の初期化手続を行った場合、当社は、カード使用者の

登録を取り消す。また、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は本

サービスの画面に表示することにより通知する。 
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７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

用者が第６項に定める退会手続を行った後、別に定める所要回答時間

を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める JR 東海

エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマーセンター」と

いう。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとする。 

 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、

サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当

社又はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使

用者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．カード使用者が第２項に定める登録手続を行った後、又はカード使

用者が第６項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める

所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に

定める JR 東海エクスプレス予約カスタマーセンター（以下「カスタマ

ーセンター」という。）まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従う

ものとする。 

（中略） 

 

（第 15 条：権利の帰属） 

本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、

サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当

社又はそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員又はカード使

用者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとす

る。 

 

（第 16 条：反社会的勢力の排除） 

１．法人会員又はカード使用者は、現在、次の各号のいずれにも該当し

ないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する

ものとする。 

(1)暴力団 

(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者 

(3)暴力団準構成員 

(4)暴力団関係企業 

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

(6)前各号の共生者 

(7)その他前各号に準ずる者 

 

２．法人会員又はカード使用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号

に該当する行為を行わないことを確約するものとする。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、

又は当社の業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 
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ビュー・エクスプレスカード会員 

 

ＪＲ東海エクスプレスサービス会員規約（ビューカード会員用） 

 

（前略） 

 

（第２条：会員資格の登録、取消等） 

１．本サービスの利用は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」

という。）が提供する「モバイルＳｕｉｃａ」サービスの決済用クレジ

ットカードとして、株式会社ビューカードが発行するビューカードのう

ち当社及びＪＲ東日本が別に定めるものを登録したビューカード会員

（以下、「ビューカード会員」という。）で、かつＪＲ東海エクスプレス

サービス会員に登録され、本サービスの利用開始申込に対して当社の承

諾を受けた者に限り行えるものとします。 

 

（中略） 

 

８．会員が以下の項目に該当する場合、当社は事前に会員に通知すること

なく直ちにＪＲ東海エクスプレスサービス会員登録の取り消し又は会

員の本サービスの利用を停止させることがあります。 

(1)会員が本規約又は本規約の特約に違反した場合 

 

（中略） 

 

 

(9) 同一の会員に対し複数の会員ＩＤ（ＪＲ東海エクスプレス・カード

会員等の会員ＩＤを含む。以下同じ。）が発行されている場合（過去に

発行されていた場合を含む。）において、複数の会員ＩＤの一部もしく

は全部において、上記(1)から(8)のいずれかに該当した場合 

(10)その他、会員が本サービスを利用することを当社が不適当と判断し

た場合 

 

 

 

 

 

ビュー・エクスプレスカード会員 

 

ＪＲ東海エクスプレスサービス会員規約（ビューカード会員用） 

 

（前略） 

 

（第２条：会員資格の登録、取消等） 

１．本サービスの利用は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」

という。）が提供する「モバイルＳｕｉｃａ」サービスの決済用クレジ

ットカードとして、株式会社ビューカードが発行するビューカードのう

ち当社及びＪＲ東日本が別に定めるものを登録したビューカード会員

（以下、「ビューカード会員」という。）で、かつＪＲ東海エクスプレス

サービス会員に登録され、本サービスの利用開始申込に対して当社の承

諾を受けた者に限り行えるものとします。 

 

（中略） 

 

８．会員が以下の項目に該当する場合、当社は事前に会員に通知すること

なく直ちにＪＲ東海エクスプレスサービス会員登録の取り消し又は会

員の本サービスの利用を停止させることがあります。 

(1)会員が本規約又は本規約の特約に違反した場合 

 

（中略） 

 

(9) 会員が第 15 条に違反している、又は疑いがあると当社が認めたと

き。 

(10) 同一の会員に対し複数の会員ＩＤ（ＪＲ東海エクスプレス・カード

会員等の会員ＩＤ及び当社が別に提供するプラスＥＸサービス会員 

のＩＤを含む。以下同じ。）を含む。以下同じ。）が発行されてい

る場合（過去に発行されていた場合を含む。）において、複数の会

員ＩＤの一部もしくは全部において、上記(1)から(9)のいずれかに

該当した場合 

(11)その他、会員が本サービスを利用することを当社が不適当と判断し

た場合 
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９．会員は、本サービスの利用を停止することを希望する場合、当社が定

める停止手続を行うものとします。停止手続が完了した場合、当社は停

止完了画面に表示することにより通知します。なお、本サービスの停止

手続を行った会員が、本サービスの利用を再開することを希望する場

合、再度第４項に定める利用開始申込を行わなければなりません。 

 

 

 

（中略） 

 

（第１４条：管轄裁判所）  

本サービス並びに本規約及び本規約の特約に関して、当社と会員との

間で紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

９．会員は、本サービスの利用を停止することを希望する場合、当社が定

める会員登録の初期化手続を行うものとします。会員が会員登録の初期

化手続を行った場合、当社は会員の登録を取り消します。また、会員登

録の初期化手続が完了した後、当社は本サービスの画面に表示すること

により通知します。なお、本サービスの停止手続を行った会員が、本サ

ービスの利用を再開することを希望する場合、再度第４項に定める利用

開始申込を行わなければなりません。 

 

（中略） 

 

（第１４条：管轄裁判所）  

本サービス並びに本規約及び本規約の特約に関して、当社と会員との

間で紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

（第１５条：反社会的勢力の排除） 

１．会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、か

つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

(1)暴力団 

(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者 

(3)暴力団準構成員 

(4)暴力団関係企業 

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

(6)前各号の共生者 

(7)その他前各号に準ずる者 

 

２．会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わ

ないことを確約するものとします。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、

又は当社の業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 

 


